
第１回臨時須賀川市教育委員会 会議 

・令和２年３月１３日（金曜日） 

・市役所庁舎４階大会議室Ｄ 

議事日程第１号 

          令和２年３月１３日（金曜日）午後３時００分 開議 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 教育長報告 

日程第３ 議案第 12号 須賀川市公立学校教職員異動内申について 

日程第４ 議案第 13号 職員の任免について 

 

 出席者（５人） 

      教育長            森合義衛 

     １番委員          阿部昭光 

     ２番委員          小松英子 

     ３番委員          関根真吾  

     ４番委員          須田由利子 

 

説明のため出席した者 

     教育部長          高橋勇治 

     教育総務課長        和田 靖 

     学校教育課長        菅野哲哉 

     こども課長         鈴木行宏 

     学校教育課管理主事     松山祐介 

               

事務局職員出席者 

     学校教育課主任指導主事   渡辺和也 

     教育総務課総務係長     有我宏和 

     

○ 教育長（森合義衛）第１回臨時須賀川市教育委員会会議の開会を宣言し、議事に

入る。（午後３時００分 開会） 

 

日程第１ 会期の決定 

 

○ 教育長（森合義衛）会期を提案し、本日 1日と決定する。 

 

 

日程第２ 教育長報告 



 

○ 教育長（森合義衛） 

  私の方から３点ほど報告させていただきます。 

   

１ 教職員人事異動内申について 

  令和２年度の教職員人事異動については、昨年１２月から３月までに計４回、人事

組織打合せを行い、事務作業を進めてまいりました。本日の教育委員会の内申を経ま

して、３月２４日（火曜日）に辞令が交付されることになります。後ほど、事務局よ

り説明させていただきます。 

なお、報道発表は２５日（水曜日）となりますが、阿武隈時報とマメタイムスは、

夕刊紙のために２４日（火曜日）の夕刊に掲載される予定となっております。 

 

２ 教育委員会事務局職員の人事異動について 

  令和２年４月１日付け須賀川市職員の人事異動につきましては、本日の午後、市政

経営会議で内示されました。 

  このうち教育委員会事務局職員の異動内容につきましては、後ほど、事務局より説

明させていただきます。 

報道発表は１４日（土曜日）となりますが、阿武隈時報とマメタイムスは、夕刊紙

のため１３日（金曜日）の夕刊に掲載される予定となっております。 

 

３ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための市内小・中学校の臨時休業と令和元年

度中学校卒業式について 

  国及び県の要請があり、国を挙げて新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む

べき状況であることを踏まえ、本市としましても市内全小中学校を３月４日（水）か

ら３月２３日（月）までの２０日間、臨時休業といたしました。 

  市内中学校の卒業式は本日３月１３日（金）１０時より行われました。いずれの学

校も来賓等の入場者を制限したり、一部を簡略化し開催のやり方を見直したりして

縮減を図りながらも、子どもたちの成長の節目にふさわしく、また、思い出に残るよ

う工夫して式を挙行いたしました。おかげさまを持ちまして中学生７５３名が、慣れ

親しんだ学び舎を後にしました。 

教育委員の皆様には、幼稚園・こども園の卒園式、小・中学校の卒業式の参列につ

きまして急な取りやめをお願いし、申し訳ございませんでした。ご理解とご協力に感

謝いたします。 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第２ 教育長報告については了承願います。 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第３ 議案第 12号 須賀川市公立学校教職員異動内申



について及び日程第４ 議案第 13号 職員の任免についてを議題とする。 

本件は、人事案件のため須賀川市教育委員会会議規則第 18条第１項の規定によ

り、秘密会として審議することを提案し、秘密会とすることを決定する。 

（事務局で入口を封鎖する。） 

   

日程第３ 議案第 12号 須賀川市公立学校教職員異動内申について 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第３ 議案第 12号 須賀川市公立学校教職員異動内申に

ついてを議題とし、事務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（高橋勇治）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第 12号については、原案のとおり可

決する。 

 

日程第４ 議案第 13号 職員の任免について 

 

○ 教育長（森合義衛）日程第４ 議案第 13号 職員の任免についてを議題とし、事

務局の説明を求める。 

 

○ 教育部長（高橋勇治）議案に基づき説明する。 

 

―――――――――――――――【非公開】――――――――――――――― 

 

○ 教育長（森合義衛）異議なしと認め、議案第 13号については、原案のとおり可

決する。 

 

  以上により、本日の日程を終了し、第１回臨時須賀川市教育委員会会議の閉会を

宣言する。 

 

（午後３時３０分 閉会） 


